
平成 23年 1月 21日 判決言渡 同 日原本交付 裁 判所書記官

平成 21年 働第 28号  政 務調査費返還請求寧件

日頭弁論終結の 日 平 成 22年 10月 15日
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福岡県直力市殿 町 7番 1号

被

同 訴 訟 代 理 人 弁 設

同 訴 訟 復 代 理 人 弁 護

主

1 被 告は,緑 政会 (福岡県直方市殿町 7番 1号 ,代 表者松日丹)に

対 し, 2万 7600円 を支払うよう捕求せよ。

2 被 告は,明 政会 (福岡県直方市殿町 7番 1号 ,代 表者友原春雄)

に対し, 9万 円を支払 うよう請求せよ。

3 被 告は,す ゞかけ (福岡県直方市殿町 7番 1号 ,代 表者安武俊

4)に対し, 1万円を支払うよう請求せよ。
4 被 告 は,信 政会 (福岡県直方市殿町 7皆 1号 〕代表者村田武久)

に対 して 2万 7600円 を支払 うよ う詰求せ よ。

5 原 告 のその余の請求をいずれ も栞却する。          1

6 訴 訟費用は これ を 10分 し,そ の 9を 原告の負担 とし,そ の余を

被告の負担 とする。

事  実  及  び  理  由

文

し

・
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第 1 請 求

被告は,別 紙第 1の 請求等一
覧表 「請求の相手方」棚記識の者に対 し,同

「請求額J柵 紀戦 の金員及びこれに対す る平成 20年 5月 1日 か ら各支払済み

まで年 5分 の害」合 による金員を支払 うようそれぞれ帯求せ よ。

第 2 事 策の概要等

1 事 業の概要

本件は,福 岡県直方市 (以下 「直方市」 とい う。)の 住民である原告が,平

成 19年 度 当時の直方市議会 (以下 「市議会」 とい う。)に おける会派であっ

た月J紙第 1の 請求等一
覧表 「請求の相手方」欄記戦の者 ら (以下 「相手方 ら」

とい う。)が ,同 市か ら平成 19年 度 に安付を受けた政務調査費 (以下 「本件

政務調査費」 とぃ ぅ。)の 一部について使途基準に連反する連法な文出を行っ

てお り,相 手方 らは同市に対 して上記支出額に相当する金員 を不当利得 として

返還すべきでぁるのに,被 告はその返還請求を達法に怠 つているとして,被 告

に対 し,地 方 自治法 (以下 「法」 とい う。)242条 の 2第 1項 4号 に基づ

き,相 手方 らに対 して,別 紙第 1の 請求等一
覧表 「請求額」lln記栽の不当利得

金及びこれ に対す る上能支出に係 る収支報告書の提出 日の翌 日である平成 20

年 5月 1日 か ら支払済みまで民法所牢の年 5分 の割合による法定利息金の支払

を請求す ることを求める住民訴訟である。

2 前 提事実         '

(1)原 告は,直 方市の住民であ り,被 告は,同 市の執行機 関であ り,相 手方 ら

は,同 市議会における会派であ り,権 利能力なき社団である。

(争いがない事実)

(2)直 方市では,地 方 自治法 (平成 20年 法律第 69号 による改正前のもの。

以下 「1日法」 とい ぅ。)loo条 13項 の規定を受けて,直 方7F議会政務調

査費の交付に関す る条例 (平成 13年 直方市条例第 19号 サ平成 14年 直方

市条例第 20号 。平成 20年 直方市条例第 29号 による改正前のもの。以下

∪
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「本件条例」 とい う。)を 制定 し,髄 会における会派及び議員 (以下 「会派

ら」 とい う。)に 対 し政務調査費を変付することとしている。

本件条例 7条 は,会 派又は議員は,政 務調査費を別 に定める使途基準に従

つて使用す るもの とし,市 政 に関す る調埜研究に資す るため必要な経費以外

のものに充ててはな らない と定めている。

また,こ れを受けて,直 方市議会政務調査費の交付に関する規則 (平成 1

3年 直方市規則第 8号 。以下 「本件規則Jと いい,本 件条例 と併せて 「本件

条例等」 とい う。)カミ定め られてお り,同 規則 7条 及び別表により,前 記使

途基準 として,別 紙第 2の 会派又は議員 に係 る政務調査費使途基準 (以下

「本件使途基準」 とい う。)に 掲げるとお り規定 している。

(争いがない事実,乙 3(校 番号を含む))

(3)相 手方 らは,平 成 ■9年 度において,政 務調査費 として,別 紙第 1の 請求

等一
覧表 「政務調査費交付額」柵記栽の金員を変付 され,そ の うち,別 紙第

3の 政務調査費等一
覧表 「使途」棚記載の使途に充てるため,同 「金額」thl

記裁の金額を支出 した として (以下 「本件文出」 とい う。),そ の旨直方市

議会議長に報告 した (なお,別 紙第 3の 政務調査費等一覧表記哉 B③ ョ岡

④,同 ①及び同① (以下,各 支出については,単 に 「A① 」のように表記す

る。)に ついては,「 金額」棚記栽の金額 と 「原告の主張J「 逮法支出額」

棚記載の金額 との関で趣鯨が生 じているが,合 計額は一致 してお り,原 告が

その内訳を誤認 して主張 しているものと思われ る。)b

(争いがない事実,乙 1,同 2,同 7な い し同 10)

(4)原 告は,平 成 21年 3月 80日 ,直 方市監査委員 に対 し,本 件支出には違

法な支出が含まれているとして,法 242条 1項 に基づ く住民監査摘求を行

つたが,同 監埜委員はJ同 年 5月 291日 ,同 請求は理 由がない として,こ れ

を葉却 したため,原 告 らは同年 6月 29日 本件訴訟 を提起 した。

(争いがない事実,甲 ユ,顕 著な事実)

じ



3 争 点及び当事者の主張

(1)本 件文出の本件使途基準適合性の判断基準及びその主張立証責任の所在

(争点 1)

ア 原 告の主張

(7)適法な政務調査費の文出であるためには,支 出の対象となった活動に

調査研究の実質が必要である。

ある支出について,政 務調査費の使途基準に合致する部分とそうでな

い部分がある場合, これらを合理的に区分できるのに,そ れをしておら

ず,そ の金額や使途等からみて,そ の大半が政務調査以外の活動に使用

されていると社会通念上推認される場合には,文 出額全体が使途基挫と

合致せず違法である。

上記の場合に合理的区分が困難な場合には社会通念上相当な害」合によ

る核分をして政務調査活動に資する費用の金額を確定すべきである。

会派らの活動が政務調査とそれ以外の活動の2面 性を有する場合に

も,上 記と同様の区分を行い,又 は接分をすべきである。

(イ)原 告が,本 件支出につき)政 務調査費の文出としての合理性ないし必

要性を欠いていることを疑わせるに足 りる外形的,年 観的事情を主張立

証すれば, 当該支出の違法性が事実上推認され, これに対し,被 告が上

記推怒を妨げる反証を行わなければ,当 該支出は違法と判断されるべき

である。

イ 被 告の主張

(ア)政 務調査費の支出の適法性の審査は,こ れが使途基準に合致するかど

うかを判断すれば足 り,政 務調査費の使途基準に合致する部分とそうで

ない部分がある場合や会PFRらの活動が政務調査とそれ以外の活動の2面

性を有する場合を考慮することは集益がない。

(イ)政 務調査費の市J度趣旨,1日法及ぴ本件条例等の規定に照らし,政 務調

く、,ブ
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査☆の使途が広範に及ぷこと,会 派又は議員の裁量が尊航 されるべきこ

と,HT長 の審査が,市 議会議長による詳細な審査後に行われる事後的な

絶認 にすぎない こと等に鑑みれば,轄 般 の事情か ら,当 該支出が,議 員

の広範な裁艦を逸脱 し,市 政 との関連性又は調査研究における必要性を

欠 くことが一見 して明 らかな場合に限 り,「 調査研究に資するため必要

な経費」 とは認 め られず,返 還義務が生 じるものとい うべきである。 し

たがつて,原 告が,上 記関速性又は必要性 を欠 くことが―見 して明らか

であることを主張立証 しなければならない。

(2)本 件文出の本件使途基準適合性 (争点 2)

別紙第 3の 政務調査費等一
覧表 「当革者の主張」lll記栽 の とお り。以下,

同表 における略語 を本文中にも用いる。

(3)「 違法な怠 る事実」の有無 (争点 3)

ア 原 告の主張

地方公共団体が有す る債権の管理について定める法 240粂 ,地 方 自治

法/LF行令 171条 ない し同粂の 7の 規定によれば,客 観的に存在する債権

を理由もなく放置 した り,免 除 した りすることは辞 されず,原 貝」としてJ

地方公共団体の長にその行使又は不行使 についての裁量はない。

そ うであるところ,本 件支出については,別 紙第 3の 政務調査費―
覧表

記哉 「原告の主張」棚記戦のとお り,違 法な支 出が認 め られるのであるか

ら,そ れにもかかわ らず,公 金を管理する被告が,相 手方 らに対 し,不 当

利得返還請求施 を行使 しないことは,「 連法な怠る事実」に当たる。
｀

イ 被 告の主張

政務調査費の適正な使用の確保については,第 一次的には,交 付対象者

である会派や議員 に,第 二次的には議長に委ね る体系が採用 されてお リコ

また,市 長 と議会 とは一定の禁制関係にあ り,む やみに政務調査費の使途

について調査を行 うべ きでないか ら,市 長が調査権 を行使するのは,政 務

し
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調査費の使途に合理的な疑問がある場合に限られるというべきである。

そして,本 件支出については,上 記のような合理的疑問はないのである

から,被 告が,不 当利得返還請求を違法に怠っているということはできな

い c D

(4)附 帯請求の起算 日及び相手方 らが悪意の受益者 (民法 704条 )に 当たる

か否か (争点 4)

ア 原 告の主張

本件条例には,交 付 を受けた政務調査費の残余を返還すべき期限につい

て具体的な定めはないが,収 支報告書の提出によって政務調査費の収支金

額が確定することに熙 らし,附 帯請求の起算 日は収支報告書の提出期限の

翌 日である平成 20年 5月 1日 とすべきである。

また,相 手方 らは悪意の受益者に当たる。

イ 被 告の主張

争 う。

第 3 当 裁判所の判断

1 争 点 1(使 途基準適合性の判断基準及びその生振立証責任)に ついて

(1)判 断基準について

ア 判 断

前記前提事実記裁 の とお り,直 方市では,十日法 100条 13項 の規定を

受けて,本 件条例等が市J定され,本 件使途基準が定め られているところ,

原告はこれ らが連法であると主張するものではな く,本 件条例等や本件使

途基準が旧法等に違反す る点 も見当たらないか ら,本 件支出が政務調査費

として適法な文 出であるか否かは,そ れ らが本件使途基準に適合するか否

かによって決せ られ るべきである。

そ して,あ る文出について,本 件使途基準に合致す る部分 とそ うでない

部分がある場合 には,本 件使途基準に合致す る部分のみが適法な文出とな

: : . ・
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り,そ の余の支出は違法な文出となることはいうまでもないし,こ れらの

区分が明らかにできない場合にも,本 件使途基準に合致する範囲において

は,適 法な支出とみられるものの,そ の余の部分は違法な支出であるもの

と考えられる。もっとも,一 見,当 該文出が本件使途基控に合致する部分

を含むとみられる場合であっても,支 出の目的,実 質等に照らし)社 会通

念上ンー体の支出として,お よそ政務調査費としての文出とすることが詳

されないと考えられる場合には,全 体として,本 件使途基準に合致しない

と判断すべき場合があり得るというべきである。

イ 被 告の主張について

これに対 して被告は,政 務調査費の使途基準に合致する部分とそうでな

い部分がある場合等について考慮する実益はない等と主張するが,本 件使

途基準は,文 出の一部でもこれに合設すればよいとするものとは到底解さ

れず,本 件使途基準に一部は迪合するが,そ の余の部分li適合しない支出

等について検討すべき場合は存在するものと認められ,被 告の上記主擦は

採用できない。

(2)主 張立証責任 について

ア 判 断

(ア)住 民訴訟において,法 242条 の2第 1項 4号 に基づく請求を行 うた

めには,「 違法な怠る革実」を原告側で主張,立 証することを要すると

解するべきである。

(イ)本 件において,「 違法な怠る事実」があるというためには,直 方市が

相手方 らに対 し,不 当利得返還請求権を有することが前提となるとこ

ろ,一 般に不当利得返還舗求の 「法律上の原因がないこと」について

は,こ れを請求する者が主張立証すべき責任を負 うものと解される (最

高裁判所昭和 59年 12月 2■ 日第二小法廷判決 。裁判集民事 143号

5o3買 参照)。

∪
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そ して,原 告は,政 務調査費 として された本件文出につ き,そ の本件

使途基準不適合を理 由に不当利得返還請求をすべきことを請求 している

のであるか ら,当 該支出が本件使途基挫に適合 しないことを主張立証す

る必要があ る。

(ウ)も つとも,立 証の程度が,当 亭者双方の立証活動 によつて定まること

は当然であ り,立 紐責任を負 う者が相 当程度の立証を行い,さ らなる証

拠の利用可能性が低いのに対 し,相 手方が容易にな し得 る反祉を行わな

いような場合 には,立 証あ りと認 め られ る場合 もあ り得 るとい うべきで

ある。

本件 にお いては,本 件支出の具体的使途 に関す る証拠の大部分を被告

ない し相手方 らが保有 してお り,原 告が相手方 らの内部事情を知 り得 る

立場にはないことが明 らかであ り,こ れ らのことに鑑み ると,原 告側の

立証が本件使途基準に適合 した政務調査費の支出が されなかったことを

一応推認 させ る程度 に注 してお り,被 告側が何 ら反証 を行わない場合に

は,当 該政務調査費の文出は本件使途基準に適合 しない連法な文出であ

ると推認 され るとい うべきである。

(工)な お,会 派 らの行 う制査研究活動ほ多岐にわたるし,4寺に,議 会は,

長その他の執行機関を監視する責務を負い,上 記調査研究も,ぞ の多く

が執行機関やこれを政治的に支える与党に対する批半Jや監視という性質

を帯びた内容になることからすれば,当 該会派らの独立性及び白主性は

尊重されるべきものであり)個 々の経費の文出が調査研究の必要性の要

件を満たすかどうかについて,会 派らの合理的判断に委ねられている部

分があることは否定できない。                  、

また, このような会派らの行 う政務調査の性格に照らし,行 政や当該

会派らと対立する者らが,政 務調査費の文出を問題 とし,会 派らに反証

年を行わせ ることを通じて調査研究の内容や会派らの行 う会合の内容に

じ )

ら、 /v Ⅲ 、
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立ち入ろうとすることもあり得ることからすれば,こ れらの内容に安易

に立ち入ることは評されないというべきであり,少 なくとも,こ れらの

点については,前 記の本件使途基準への不適合を一応推認させる程度と

いう立証の程度を余 りに低 くすることは相当でないというべきであり,

一般的,外 形的にせよテ具体的な不適合の立証がなされない限り,被 告

側の反証がなかったとしても,立 証があつたとは認められないと解する

べきである。

イ 被 告の主張について

(ア)被 告は,政 務調査費の持J度趣旨,地 方自治法の規定及び本件条例等に

よれば,政 務調査費の使途が広範に及ぷこと,会 派らの裁量が難量され

るべきこと,TF長 の審査が,市 議会議長による詳細な審益後に行われる

事後的な確認にすぎないこと等に鑑みれば,諸 般の事1青から,当 該支出

が,議 員の広範な裁量を逸脱 し,市 政との関連性又は調査研究における

必要性を欠 くことが一見して明らかな場合に限り,「 調査研究に資する

ため必要な経費」とは認められずナ返還義務が生 じるものと解するべき

であり,原 告は,上 記関連性又は必要性を欠くことが―見して明らかで

あることを主張立証 しなければならない旨主張する。

(イ)こ の点,調 査研究の必要性等の半」断に関し,会 派らの合理的判断に委

ねられる部分があることや,安 易に被告側の立証を必要 とすべきでない

場合のあることは前記のとお りである。

しかしながら,公 金を使用する以上,会 派らがこれを適正に使用すべ

きことは当然のことであり,ま た,公 私潟同は厳に慎むべきものであ

る。また,会 派らはコ基本的には,政 務調益賞の使途を議長ないし仕民

に説明すべき義務を負 うことは木件条例等の規定からも明らかである。

したがつて,会 派らの裁量等が認められるとしても,前 記の程度にと

どめるべきものであって,こ れを超えて,本 件使途基準に該当するかど

・し
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うかについて,会 派 らの広範な裁景が認 められるとすべき根拠はないと

い うべきであ り,被 告の前記主損は採用することができない。

2 個 別の支出に関す る争点について

以下,前 述の判断基準及び主張立証責任に基づいて〕個別の支出について検

討する。

(1)争 点 2の 1(研 究研修費)に ついて

ア 政 治資金パーティーの参加賛並びにこれに参加す るための旅賞及び 口当

(A⑥ ない し③,同 ⑫コ⑭ない し①)

(ア)半叫断

緑政会,明 政会,す ゞかけ及ぴ信政会は,い ずれ も麻生政経文化セ ミ

ナー又は励 ます会の参加費等に関す る支出をしているところ,上 記会合

が,政 治資金規正法 8条 の 2に より規定 されている政治資金パーティー

であることについては,当 事者問に争いがない。

政治資金パーティーは,対 価 を徴収 して行われ る催物であるが,当 該

催物の対価 に係 る収入の金額か ら当該催物に要す る経費の金額を差 し引

いた残額を)当 該催物を開催 した者又はその者以外の者の政治活動等に

関 し支出す ることとされているものであ り (政治資金規正法 8粂 の

2),少 な くとも,そ の部分については,市 政に関する調査研究のため

に必要であるとはいえず,明 らかに本件使途基準に骸当 しない。

また,政 務調査費 をもつて,政 治資金パーティヘの参力口に支出するこ

とは,そ もそ も本来法で認 められた場合でないのに,公 金をもって,特

定の者の政治活動の資金に当てることになるのであるか ら,極 めて不適

切 とい うほかな く,こ れ らに当て られる部分が主 となっている場合はも

とより,そ れに至 らない場合であっても,社 会通念上,一 体の文出とし

ておよそ政務調査費 としての支出とすることが許 されないとい うべきで

ある。

∪
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よつて,緑 政会及ぴ信政会の文出した麻生政経文化セミナーの参加貸

等各合計 2万 7600円 ,す かゞけの文出した同セミナーの参加費 1万

円並びに明政会の支出した同セミナーの参all賞3万 円及び励ます会のパ

ーテイー券贈入費用 6万 円は,い ずれも連法な文出であるというべきで

ある。

(イ)被 告の主張について

a こ れに対し,被 告は,政 治資金パーティーに参加することで〕政治

や社会情勢に関する誹演を聴取し,ま た,他 の参加者と意見変換する

ことができ,そ こで得られた知識や情報を市政に反映することができ

るのであるから,同 参加費用が当然に連法文出となるわけではないと

した上で,麻 生政経文化セミナーは,自 動車関連企業の企業誘致を目

的に産業団地造成事業に着手する直方市にとつて, 自動事業界の動向

などの最新の情報が得られるものであり,市 政の制査研究に係るもの

であるとし,ま た,励 ます会は,直 方市の重要施策の一つである環境

行政について今後の国の動向を知る機会であり,企 業誘致を含めた直

方市の経済津揚策について様々な情報を得ることができるものであ

り,市 政の調査研究に係るものである旨主張する。

b し かしながら)前 記のとお り,政 治資金パーティーの参加費は,特

定人に対する政治資金の供与の趣旨を含むものであり,政 党の助成等

公に制度上認められている場合でないのに,問 接的ではあっても,公

金から特定人等の政治資金を支出することは多J底許されないものと考

1えられ〕他の地方公共団体においても,明 示的に政治資金パーティヘ

の参加貸を政務鋼査費から文出することは不適切であるとされている

(甲10)な ど,許 されないものと考えられているのであって,当 該

パーティにおいて市政調査と関辿性を行する識校等がなされたかどう

かを問わず,全 体として遠法であるというべきであり,被 告の主張は

じ
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採用できない。

イ そ の余の研究研修賛 (A①ないし④,同 ①,同 ①,同 ①)

(ア)新 明会よつば及び日本共産党の各支出 (A①ないし④,同 ①)に つい

て

原告は,新 明会よつぱ及び日本共産党の上記研究研修費の支出は,議

員が,個 人的に参加する団体,会 合への参加費,資 料代等であり,市 政

に閑する調査研究とはいえない旨主損する。

しかしながら,原 告が上記主張において 「個人的に参力回する」として

いるのは,議 員ないし会派の立場を離れて私人としての立場で参加する

ものを指す趣旨と解 されるところ,上 記各支出は,「 福岡女性議員ネッ

トワーク」,「 福岡県地方議員交流会」及び 「人権PH3題研究集会」に出

席するための費用であるとされており,そ の名称をみても,少 なくとも

前 2者 はむ しろ議員 としての立場で参加するものであると考えられる名

称であるしコ後者についても,そ の名称のみから,識 員ないし会派の立

場を離れて私人の立場でこれらに参加 したものであると推認する根拠と

なるものということはできない。

また,被告は, これらの会合と議員ないし会派としての立場における

市政との関わりをそれぞれ主張しており,こ れを排斥するに足りる立証

は何 らなされていないところ,前 記のとおり,会 派らの行 う市政の調査

研究活動は多岐にわたるし,そ の独立性,自 立性は十分に尊量されるぺ

きであるから,上 記会合等の内容に深く立ち入ることは原則 として幹さ

れないものというべきである。

したがつて,原 告の上記主張及び本件全証拠によっても,前 記各支出

が,本 件使途基準に適合 しないことを推認することはできない。

(イ)明 政会の支出 (A⑩ )に ついて

次に,原 告は,明 政会の上記支出について,寿 司店における会合の目

じ
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的,内 容は,参 加者の規睦にあるとみ られ,定 例会は会派活動,政 治格

動にほかな らず,本 件使途基準に該当しない と主張す る。

しか しなが らコー般的には,公 私混同ない しその疑いを選 けるために

も,飲 食店での会合について政務調査費を支出す ることは避 けるべきで

あるとい うことはできるものの,本 件使途基準において,そ のような支

出が除外 されているものではな く,会 合の内容を問わず,そ のことのみ

をもって直 ちに違法であるとまではいえない。

また,一 般 に,政 党活動や後援会活動については,政 務調査費の文出

の対象外であると考えられ るものの,会 派の定例会であつた としても,

その内容が政党播動等であつて,市 政の制査研究でなかった と直ちにい

えるものではない。

そ して,原 告は,上 記主張のほかには,上 記会合の内容が市政の調査

研究に当た らない とする具体的立証を何 らしてお らず,本 件全証拠によ

つても,前 記文出が,本 件使途基準に適合 しないことを推認することは

できないとい ぅべきである。

(ツ)す かゞけの支出 (A⑬ )に ついて

原告は,す ピかけの上記支出について,こ れは資料贈入費ではなく,

セミナー参加費等とされていることからして,書 籍の購入貴であるとは

考え難く,他 に,具 体的かつ合理的説明がされない限 り,政 治資金パー

テイー券購入費用等目的外文出と推認するのが相当である旨主張する。

しかしながら,被 告は,同 支出について, 日本政策研究ゼンタとが版

党する 「明日への選択Jと いう雑誌の年間船読料であり,同 センターの

ホームページを確認 したところ,確 かに年間鵬読料 7000円 で同維話

が販売されていた旨主鞭しているところ,原 告はこれを覆すに足りる立

証を何ら行っていない。

そして,雑 誌の購入費用であれば資料購入費として報告すべきもので

一①
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あつた とは考え られ るが,そ のような収支報告書上の賛 目の謀 りをもっ

て,文 出自体が本件使途基準に違反す るもの とい うことはできず,原 告

の上記主張 は採用す ることができない。

したがつて,原 告の上記主張及び本件全証拠によつても,前 記各支出

が,本 件使途基準に適合 しないことを推認することはできない。

(2)争 点 2の 2(制 査旅費)に ついて

ア 日 当の支 出 (B① ,同 ④ない し◎,同 ③ ,同 ◎,同 ①)同 ⑫)に ついて

原告は,上 記 日当の支出に関 し,調 査研究活動は議員の自発的意思に基

づいて行われ るのであるから,調 査先での昼食費等の諸経費及ぴ交通賞等

の現地経費 を賄 うための 日当については,そ の実費分のみが,政 務調査費

の 目的に適合す るところ,前 記支出を行つた各会派は,定 額で 日当を支払

つているのであるか ら,同 支出は政務調査費の 目的に適合 しない違法なも

のであると主張す る。

しか しなが ら,本 件使途基準は,調 査旅費について,直 方市職員の旅費

に関する条例 (昭和 37年 直方市条例第 3号 )に 基づ く算定によるものと

定めているところ (乙3の 2),同 条例 9条 は, 日当は, 1日 当た りの定

額により支給するもの としている (乙3の 3)の であるか ら,同 条例に従

つて定額の 日当を支 出することは何 ら本件使途基準に反するものではない

と解 され る。

また,原 告 は,議 員 には, 日当の外に目的地における交通賞が支給 され

てお り, 日当支給ほ経費の二重支出であると主張するが,一 般に,旅 費 と

日当はその対象 となる費用を具にす るものであ り,上 記条例の規定も同様

の趣 旨で規定 されているものと考えられ るのであって,旅 賞が支給 されて

いるか らといって,直 ちに 日当の支給が工量支出として違法 となるもので

はな く,む しろ)目 的地に到着 した後の交通費など,条 例に規定 されてい

る以外の旅黄 を誤って支給 した場合にこれが違法 となることがあるとして

じ
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も, 日当の支給が選法 となるものではない。そ して,原 告は何 ら具体的な

旅費の支出が違法である旨の主張〕立証を行っていない。

よつて,原 告の上記各主張は採用することができない。

イ そ の余の調査旅貴について

(ア)新 明会よつばの支魁 (B② )に ついて

原告は,上 記支出について,調 査の目的が不明であり,政 務調査費と

は認められないと主張するが,被 告ほ同支出は,PFI事 業に関する大

林組への視祭のため,緑 政会で研究するために事前調査を行った1人分

の旅費であ リナ市政の調査研究に資する旨主張しており,原 告はこれに

対して,何 ら的確な反論反証をしていない。

そうすると,原 告の上記主張は採用することができず,同 支出が,本

件使途基準に適合しないと認めるに足 りる証拠はないというべきであ

る。

(イ)緑 政会,市 民クラプ及び信政会の各文出 (B③ ,同 ②,同 ①)に つい

て    ｀

原告は,上 記各文出について,調 査旅費を政務調査費から支出するた

めには,① 調査の目的が市政の制査研究という政務調査費の趣旨に適合

すること及び②調査先において直方市の事務や行政に関した中身のある

説明や質疑がされることが必要であり,ま た,③ 視祭が容観的に調査研

究の実質を有すること,④ 出張に先立って調査項目等を準備することP

⑤視祭によって得られた聴き取 り等の結果をその後の利用に供するため

視祭報告響として保存すること及び⑥視察中にどのような事項について

聴き取りをし,聴 取対象者からどのような情報を得たのか明らかにする

ことが重要であるとした上で,緑 政会及び信政会の各視祭等は,直 力市

政に関する調査研究とは関連性が乏しく,市 議会議員としての見識や教

養を高めるためのものであるというべきであり,上 記②及び④ないし⑥

15
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を欠くものであるとし,ま た,市 民クラプの上記研修会等については,

その目的が,市 政の調査研究との関速性がないものであるし,上 記④な

いし⑥を欠 くため,市 政に関する調査研究の実質を欠くとして,い ずれ

も適法な政務調査費とはいえない旨主張する。

しかしながら,本 件使途基準において調査旅賞については,「 市政制

査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する旅費」との

み規定されており,原 告の主張する前記①及び③の要件は必要であると

しても,必 ず しも前記②及び④ないし③を具術 しなければならないとい

うような限定はされていないのであって,こ れらを欠くからといって,

直ちに本件使途基準に反することにはならない。

また,原 告は,緑 政会及び信政会の上記視集等と市政の調査研究との

関連性が乏 しいことの根拠としてぃ上記の外,同 視案等の名称やテーマ

が直方市の市政との具体的問わりを示すものではないことを挙げている

ところ,こ れ らの視祭等の名称やテーマは,そ れ自体,市 政の調査研究

との関連性がないことを積極的に疑わせるものではないし,原 告は,他

に,各 文出と市政の調査研究との関連性がないことの具体的な根拠につ

いて主張,立 証をしていない。

そ うす る と,原 告の上記主張は採用することができず,上 記各支出

が,本 件使途基準に適合しないと認めるに足りる証拠はないというべき

である。

(3)争 点 2の 3(資 料作成費)に ついて

ア 原 告は,c① ないし③の各支出について,議 員の活勧は,議 会活動)会

派及び政党活動,選 挙活動,後 緩会活動)私 的活動等多様であることか

ら,コ ピー機のインク代や,コ ピー用紙等については,政 務調査費に当た

る費用とそうでない費用とが輝然一体となってお り,そ の合理的区分が困

雌であるから,そ れが市政の調査研究活動のためにのみ使用されているこ

し
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との具体的事実や証拠が示 されない限 り, 2分 の 1を 目的外支出と考える

のが相 当であるとし,ま た,パ ノコンやデジタルカメラ等については,市

政に関す る調査研究活動以外のために使用 され ることが大半であるか ら,

主 として政務調査活動に供 されていることの補足的説明が相当の根拠 をも

つて示 されない限 り,社 会通念上,政 務制査費支出の合理性ないし必要性

を欠 く旨主PrEする。

イ し か しなが ら,そ もそ も,コ ピー機のイ ンク代や,コ ピー用紙等の代金

であることをもって,本 件使途基準に該当 しない といえないことは当然の

ことであるし,当 該会派 らの上記各支出に,市 政の調査研究以外の目的で

使用 した費用が実際に含まれていることを具体的に疑わせる事情について

は,何 ら主張,立 証がない。

また,一 般的にいって,会 派 らの有するパ ノヨンやデジタルカメラ等

が,市 政に関す る調査研究活動以外のために使用 され ることが大半である

とい う経験則があるとい うことはできない し,む しろ,上 記各物品の機能

や一般的用途 に鑑みれば,こ れ らが上記各会派 らの市政の調査研究活動に

用い られた としても何 ら不合理ではない。

そ して,原 告は,上 記各物品が,他 の 目的で使用 された可能性があると

い うような抽象的可能性 を指摘す るにとどまってお り,何 ら具体的立証を

していないのであるか ら,被 告の反証がなかったとしても,こ れだけで前

記文出が本件使途基準に違反すると推路す ることはできず,原 告の上記主

張は採用す ることができない。

(4)争 点 2の 4(広 報貸)に ついて

ア 新 明会 よつばの撮影機代及びアンプ代 (E① 及び②)に ついて

(7)原告は,上 記各文出は,本 件使途基準における広報☆に該当しない

し,実 質的にも,上 記撮影機やアンプは,高 額であり,市 政調査研究活

動のみに使用するために船入されたとは考え難く,主 として,会 派活動

，
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や議員活動のために船入されたものというべきであつて,市 政の調査研

究に必要な経費とはいえない旨主擬する。

(イ)し かしながら,様 影機やアンプは,そ の中般的機能や用途からして,

多人数の者に,映 像又は音声で情報を伝達することに用いられるもので

あつて,本 件使途基準に定める 「市政調査研究活動,議 会活動及ぴ市の

政策について市民に報告するために要する経費」におよそ該当しないと

いうことはできないし,本 件において,こ れらの目的で支出されたこと

を否定すべき事情も何ら立証されていない。

また,本 件使途基準は,広 報貸に関し,「 広報紙,報 告書印用」費,会

場使用料等 (ただし,後 援会で作成,発 行する会報代には充当できな

い。)Jと 規定しているが,そ の規定ぶ りからも明らかなように,こ れ

は例示であって,こ れらに含まれないからといつて,上 記経費に該当し

ないということもできない。

さらに,原 告は,上 記各物品が,高 額であることを指摘するが,本 件

使途基準は物品の価格の上限を定めるなどした規定を置いておらず〕物

品の価格によって当然に本件使途基準に反するということはできない

し)そ の他,原 告は,当 該物品が主として他の目的で購入された旨の主

張をしているが, これを裏付ける具体的立証を何 らしていないのである

から,被 告の反証がなかったとしても,こ れだけで前記支出が本件使途

基準に違反すると推認することはできず,原 告の上記主振は採用するこ

とができない。

イ 印 用J代等の各支出 (E③ ないし⑥,同 ③)に ついて

(ア)原 告″|〕上記各支出について,市 政に関する意見及び要望を吸収する

ことを目的にしたものか判然とせず)市 政の調査研究活動との関連性が

何ら明らかにされていないし,「 議会報告」,「 議会報告ニュース」,

「議会使ク」等の上記経費の使途からして,そ こにT付政の調査研究活動

(わ
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の報告以外の議会活動,会 派又は政党活動,後 援会活動等の報告が含ま

れていることが通常であることは社会通念上認められるのであるから,

上記経費の支出には,市 政の調査研究活動に関係 しない部分が混在 して

いると推認 されるとして,そ れぞれ支出額の半額が達法な文出である旨

主授する。

(イ)し かしながら,本 件使途基準は,広 報賞について,前 記のとおり規定

しているのであって,そ の文理上,広 報策を貯政に関する意見及び要望

を吸収することを目的にしたものに限定していると解することは困難で

ある。

また,実 質的にみても,政 務調査針の制度趣旨に熙らし,本 件使途基

準が,「 市政調査研究活動,議 会活動及び市の政策について市民に報告

するために要する経費」を広報費として政梯調査費をもって当てること

としたのは,議 員が行う議会活動及び市政に関する政策等を市民に広幸&

し,こ れを周知させ,理 解させることが,議 会の審議能力を強化し,議

員の調査研究活動の基盤の充実を図ることにつながるものであるとの考

えに基づくものであると解するのが相当である。

よってj仮 に,前 記各広報貸に係る広報活動が,市 政に関する意見及

び要望を吸収することを目的にしたものか半」然としないものであったと

しても,そ のことから,当 然に違法な支出を含むものであるということ

はできない。

(ウ)ま た,本 件使途基準は,広 報賞を 「市政調査研究活動,議 会活動及び

市の政策について市民に報告するために要する経賞」と定めているので

あるから,そ の文理上,市 政制査研究活動と直接関係がない議会活動に

ついての広報費を含むことを規定していると解するほかないのでありJ

前記広報費の使途が,「 協会報告」,「 議会報告ニュース」〕 r議会使

り」等であることはむしろ,本 件使途基準に合致 していることを推認さ

(ラ
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せるものである。

そして, これらが市政制査研究活動,議 会活動及び市の政策以外の事

項の広報であることを具体的に示す証拠は何ら見当たらず,原 告の上記

主張は採用することができない。

ウ す ゞかけの本件報告会に関する各文出 (E⑦及び①)に ついて

(7)原告は,本 件報告会は, 1人 当たり約 4000円 の飲食を伴 う会合)

宴会であり,ま た,あ らかじめ特定の市民に対して薬書を送付 し,出 席

者をマイクロバスで送迎していることからして,同 報告会が支持者)後

援会員を対象とした後援会活動であることは明らかであり,市 政の調査

研究に必要な経貴には当たらないし,ま た,そ もそも,御 精算書 (甲8

の2)に よれば,会 場費等合計額9万 円と同額の値引きがされてお り,

同経費の文出は認められない等と主張する。

(イ)し かしながら,上 記各支出は,飲 食費等を含むものではなく)葉 響

代,会 場費,ス クリーンプロジェクター費及び送迎パス費とされている

ところ,多 数の住民らに出席を促して,市 政調査研究活動,議 会活動及

び市の政策について報告を行 うことは,前 記広報費の規定に合致するも

のであるから,特 に違法とみられるものではない。

稚かに,上 記会合が後援会活動であったものであれば,少 なくとも,
一部は達法であった疑いがあるというべきであるが,被 告は,さ らに多

数の者にはがきを送付 したものと主張しており,後 授会の会員にのみ送

`付されたとする具体的立紙もないし,同 じ機会に飲食等を行つたものと

しても,も とよりその費用は政務調査費から文出されたものでもなく,

これらのことから,当 然に本件報告会が後援会活動であったことを推認

することまではできない。

そして,w記 のとお り,政 務調査の必要性や会合の内容自体に安易に

立ち入ることは許されないといぅべきであり,原 告は,本 件報告会が後

く」
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援会活動であったことを具体的に示す立証を何ら行っておらず,被 告の

反証がなかったとしても,こ れだけで前記支出が本件使途基準に違反す

ると推認することはできない。

また,値 引きの金額とぅ上記各支出の金額が一致 したといつても,原

告ほ値引きの鯉旨について何ら具体的立証をしておらず,そ のことをも

つて支出がなされなかったことを推認させるものではない。

以上のとお りょ原告の前記主張は採用することができない。

(5)争 点 2の 5(事 務所費)に ついて

ア 原 告は,直 方市議会の各会派において,市 政に関する調査研究のために

のみ事務所を設置し,同 事務所で調査研究活動をしている会派は存在しな

いこと,前 記事務所賞に係る領収証の大半が,新 明会よつばに所属する識

員宛であることから,同 経賞は議員個人の自宅や議員個人が営む他の業務

における事務所に係る費用であることが推認され,被 告の側で,当 該事務

所で調査研究活動をしていることについて合理的に説明がされない限り,

当該事務所費を政務調査☆から支出することll■できないというべきである

ところ,そ のような説明はされていないから,Fの 支出は違法な支出であ

る旨主張する。

イ し かしながら,被 告は,上 記支出は,議 員の自宅とは別に,会 派のため

に使用 している事務所での費用であると主張するところ,原 告は何らこれ

を否定するに足 りる立証をしていない。

また,確 かに,前 記事務所貸に係る領収証の大半は,新 明会よつばの所

属議員宛であるものの (乙10),そ の内容は,別 紙第 3の政務調査費等
一覧表に記載されているとお り,コ ピー機 り「ス代等であって,こ れら

に,同 議員個人の自宅等で使用されたものが含まれることについても,原

告は何ら具体的な立証をしていない。

したがつて,被 告の反証がなかったとしても,前 記支出が本件使途基準

: : コ
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一）

に通反すると推認すべき事情は認められず,原 告の上記主張は採用するこ

とができない。

(6)争 点 2,の6(事 務費)に ついて

ア 原 告は,Gの 各支出のうち,電 話料金及びインターネット回線使用料に

つき,特 定の政務調査研究活動のために,固 定電語を設置し,毎 月継歳 し

て揚帯電話やインターネントを使用する必要があるとは考え難く,こ れら

は,会 派活動,議 員の個人的活動,議 員の政治活動,後 援会活動等に使用

されているものと考えるのが合理的であるところ,こ れに対 して,被 告

は,こ れらがどのような特定の調査研究活動のために使用されたのかにつ

いて具体的な主張立証をしていないのであるから,土 記使用料等は全額目

的外文出であるというべきである旨主張し,ま た,コ ピー用紙等のその他

の事務費について,調 埜研究のための事務所が設置されていないことから

すれば,多 くの事務経費が制査研究に関連 しないものと見るのが合理的で

あり,政 務調査費から支出できる経黄は3青J程度であって,そ の余の 7害J

は違法な文出である旨主張する。

イ し かしながら,被 告は,こ れらについて,相 手方らはいずれも他の活動

とは分離 した機器の使用を行つているか,あ るいは,他 の活動による支出

が混在 しているため,政 務調査に用いた範囲内でその一部を政務調査費か

ら支出したものである旨の主張をしているところ,固 定ないし携帯電話等

であつても,政 務調査に専用されることは十分あり得ることであり,上 記

各費目のみをもって,他 の用途の文出を含むことを推認することはできな

いし,他 に,具 体的な文出について市政の調査研究以外の目的でなされた

ことを示す証拠は何 ら提出されていない。

また,被 告が相手力 らの他の活動による支出が混在していることを自認

している支出についても,.それぞれ,政 務調査費から支出されたとされる

額が,適 法な支出の額を超えるものであることを示唆する具体的な証拠は

ャヽノ
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何e提出されていない。

したがつて,被 告の上記以上の反証がなかったとしても,前 記各支出が

本件使途基準に連反すると推認することはできず,原 告の上記主張は採用

することができない。

3 争 点 3(「 違法な怠る革実」の有無)に ついて

(1)半Jり予                 r

地方公共団体が有する債権の管理について定める法 240条 ,地 方自胎法

施行令 171条 から同条の7ま での規定によれば,客 観的に存在する債権を

理由もなく放置 した り,免 除したりすることは許されず,原 則として,地 方

公共団体の長にその行使又は不行使についての裁量はないと解すべきである

(最高裁判所平成 16年 4月 23日 第二小法廷判決 ・民集 58巻 4号 892

号)。

そうであるところ,本 件においては,前 記のとおり,相 手方 らがした本件

支出のうち,緑 政会は研究研修費として文出した2万 7600円 を,明 政会

は研究研修賞として支出した 9万 円を,す かゞけは研究研修費として支出し

た1万 円を,信 政会は研究研修費として支出した2万 7600円 を,そ れぞ

れの不当利得として直方市に返還すべき債務を負っているものというべきで

あり,他 方,彼 告が,上 記不当利得の返還を請求しないことにつき例外的に

許容されるべき 「債権金額が少額で,取 立てに要する費用に満たないと認め

られるとき」等 ,前 記各条項所定の特段の事情も認められない。

よつて,被 告は,上 記各不当利得返還請求権の行使を連法に怠っているも

のというべきである。

(2)被 告の主張について

これに対 し,被 告は,市 長が調査権を行彼するのは,政 務調査賞の使途に

合理的な疑問がある場合に限られるところ,本 件においては,こ のような合

理的疑問はないのであるから,被 告が,不 当利得返還請求権を遠法に怠って

(ッケ
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いるとい うことはできない 旨主損す る。

しか しなが ら,前 記違法性は,必 ず しも,市 長がこれまでに調査権を行使

していなかった ことに過失があったかどうか とい うことを問 うものではな

く,前 記のとお り,不 当利得返還請求権が客観的に存在するのに,こ れを行

使 してお らず,か つ,法 条によつて認められ る除外事 出がなければ,違 法に

怠つていると評価 されるものなのであって,仮 に,被 告主張のような事情が

あつたとしても,前 記結論が左右 されるものではない。

よつて,被 告の上記主張は採用することができない。

4 争 点 4(相 手方 らが悪意の受益者に当たるか)に ついて

原告は,相 手方 らが民法 704条 の悪意の利得者に当たる旨主張 し,前 記の

ことか らすれば,本 件では,緑 政会,明 政会,す ゞかけ及び信政会の政治資金

パーティに関す る支出について,同 人 らが違法であることを解識 していたとす

れば,そ の悪意を認めることができるとい うべきであ り,原 告は,上 記会派に

対 し,本 件訴訟について訴訟告知を しているがす被告 も本件 田頭弁論終結に至

るまでこれ を適法であるとして争っていたものであ り,こ れによって,同 人 ら

が違法性 を認識 したものとまではいえず,他 に,同 人 らの上記認識 を認めるに

足 りる的稚 な証拠 もないのであって,上 記相手方 らが怒意であったとは隠める

に足 りない。

よつて,原 告の同条に基づ く利息金の支払に関する請求は理由がない。

5 結 論

以上によれば,原 告は,法 242条 の 2第 1項 4号 に基づき,被 告に対 し,

緑政会に不当利得金 2万 7600円 の,明 政会に不当利得金 9万 円の,す ゞか

けに不当利得金 1万 円の,信 政会に不当利得金 2万
｀
7600円 の各支払を請求

することを求めることができるとい うべきである。

よつて,原 告の請求は,上 記の限度で理由があるか ら紹容 し,そ の余の請求

は理由がないか らこれを業却することとして,主 文の とお り判決する。

し

(ャ ノ

24



し

福 岡地方裁判所第 3民 革部

裁判長裁判官  増   田   隆   久      1

裁半」官 松 永 栄 治

裁半」官 古 賀 大 督

じ
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(別紙第 1)請 求年一覧表

請求 の相 手方 詰 求額 政務調査費変付額

新明会よつば

(福岡県直方市殿 町 7番 1号 コ

代表者 中西省 三)

5 9 万 1 5 4 1 円 7 5 万 円

緑政会

(福岡県直方 市殿 町 7番 1号 ,

代表者松 田昴)

4 0 万 2 7 3 0 円 5 0 万 円

公明党

(福岡県直方市殿 町 7番 1号 ,

代表者 田中秀幸)

3 6 万 9 3 8 3 円 3 0 万 円

明政会

(福岡県直方市殿 町 7番 1号 ,

代表者友原春雅 )

2 1 万 5 8 9 0 円 7 5万 円

日本共産党

(福岡県直方市殿 町 7番 1号 コ

代表者渡辺和幸)

4 5 万 0 0 8 1 円 5 0 万 円

市民 クラプ

(福岡県直方 市殿 町 7番 1号 ,

代表者太 田信 幸 )

4 6 万 4 6 0 9 円 5 0 万 円

す ゞか け

(福岡県直方市殿 町 7番 1号 ,

代表者安武俊次)

3 8 万 0 0 1 5 円 5 0 万 円

信政会

(福岡県直方 市殿 町 7番 1号 )

代表者村 田武 久 )

4 4 万 1 6 0 o 円 5 0万 円
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(別紙第 2)

会派叉は議員に係 る政務調査費使途基準

イ

Ψ

研究研修☆ 市政調査の 目的で行 う研究会,研 修会に必要な経費又は他の団体の

開催する研究会,研 修会に参加するために要する経費 (会場使用

料,講 師謝金,織 師宿泊費,講 師交通費)会 議茶菓子代,出 席者負

担金等 )

調査旅賞 市政調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する

旅費 (直方帝職員の旅費に関する条例 (昭和 37年 度方市条例第 3

号 )に 基づく算定による旅貴とする。 )

資料 作成 費 市攻調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費 (印用J製

本貸,翻 訳料,事務機器購入, タース代等)

資料購入賞 市政調査研究活動のために必要な図書,資 料等の購入に要する経費

市政調査研究活動,

ために要す る経費

し,後 援会で作成,

議会活動及び市の政策 について市民に報告す る

(広報紙 ,報 告書印用J費,会 場使用料等。ただ

発行する会報代には充 当できない。 )

市政調査研究活動のため,市 民からの市政及び政策等に対する要

望,意 見を吸収するための会議等に要する経費 (会場使用料,印 用」

費,茶 菓子代等 )

市政調査研究活動を補助する職員を屈用する経費

事務所 賞 市政調査研究活動のために必要な事務所 の設置,管 理に要す る経費

(事務所 の賃借料,維 持管理安,備 品,事 務機器購入, リース代

等 )

上記以外の経費で帝政調査研究のために必要な経費 (通信運搬贄す

消耗品費,印 用」費等 )

∪
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これは正本である。

平残23年1月21日

福岡地方裁判所第3民事部
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